
成育局 成育環境課放課後児童クラブ関係予算のポイント①

事業の目的
○ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生

活の場を与えて、その健全な育成を図るために要する運営費及び施設整備費に対する補助。
○ 実施主体：市町村（特別区を含む） ※市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる

１．運営費等（子ども・子育て支援交付金により実施）
（１）放課後児童健全育成事業（運営費）

放課後児童クラブの運営に必要な経費に対する補助

【「こども未来戦略」における加速化プラン（令和６年度から継続実施）】
常勤職員配置の改善：運営費において「常勤の放課後児童支援員を２名以上配置した

場合」の補助を継続する。

（２）放課後子ども環境整備事業
既存施設を活用して、新たに放課後児童クラブを実施するための改修等に必要な経費

に対する補助

（３）放課後児童クラブ支援事業
①障害児受入推進事業

障害児を受け入れた場合の加配職員の配置等に必要な経費に対する補助
②運営支援事業

待機児童が存在している地域等において、アパート等を活用して、新たに放課後児童ク
ラブを実施するために必要な賃借料等に対する補助
③送迎支援事業

放課後児童クラブへの移動や帰宅する際の送迎支援に必要な経費に対する補助

（４）放課後児童支援員の処遇改善
①放課後児童支援員等処遇改善等事業

18時30分を超えて開所するクラブにおける放課後児童支援員等の処遇改善に必要な経
費に対する補助

〇運営費（基本分）の負担の考え方
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1 / 3
1 / 3国1 / 6 ※

都道府県1 / 6

市町村1 / 6

保護者
1 / 2

※国(1/6)は事業主拠出金財源

※＜子ども・子育て支援交付金＞ 令和８年度予算案 2,163億円の内数（2,013億円の内数）
※＜子ども・子育て支援施設整備交付金＞ 令和８年度予算案 67億円の内数 （91億円の内数）

＜こども政策推進事業費補助金＞ 令和８年度予算案 61億円の内数 （48億円の内数）
＜保育対策総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算案 463億円の内数 （464億円の内数）

※費用の一部について、事業主拠出金を充当

令和８年度予算案 2,755億円の内数（2,615億円の内数）
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②放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
勤続年数や研修実績等に応じた処遇改善に必要な経費に対する補助

③放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金改善）
収入を3％程度(月額9,000円)引き上げるための措置に係る補助

（５）障害児受入強化推進事業
（３）の①に加え、障害児を３人以上受け入れた場合の加配職員及び医療的ケア児に対す

る支援に必要な専門職員の配置等に必要な経費に対する補助

（６）小規模放課後児童クラブ支援事業
一の支援の単位を構成する児童の数が19人以下の小規模な放課後児童クラブに複数の放

課後児童支援員等の配置をするために必要な経費に対する補助

（７）放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業
要支援児童等（要支援児童、要保護児童及びその保護者）に対応する専門的知識等を有

する職員の配置に必要な経費に対する補助

（８）放課後児童クラブ育成支援体制強化事業
遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行える環境整

備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等の経費に対する補助

（９）放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業
第三者評価機関による評価を受審するために必要な経費に対する補助

（10）放課後児童クラブ利用調整支援事業
放課後児童クラブを利用できなかった児童等について、当該児童のニーズにあった放課

後に利用可能な施設等の利用のあっせん等を行う職員の配置に必要な経費に対する補助



成育局 成育環境課放課後児童クラブ関係予算のポイント②
２．施設整備等（子ども・子育て支援施設整備交付金により実施）
放課後児童クラブの施設整備に必要な経費に対する補助
○公立の場合
（嵩上げ前）国１／３、都道府県１／３、市町村１／３
（嵩上げ後）国２／３、都道府県１／６、市町村１／６
○民立の場合
（嵩上げ前）国２／９、都道府県２／９、市町村２／９、社会福祉法人等１／３
（嵩上げ後）国１／２、都道府県１／８、市町村１／８、社会福祉法人等１／４
※国庫補助率の嵩上げについては、待機児童が発生している市町村等が対象。

３．職員確保・研修関係（こども政策推進事業費補助金により実施）
（１）放課後児童クラブ待機児童対策実証等事業【新規】

待機児童が生じている都道府県・市町村において新たに放課後児童クラブで勤
務する職員を確保するために事業の魅力発信等に係る経費を補助

（２）放課後児童支援員認定資格研修事業
放課後児童支援員として認定されるために修了が義務づけられている研修を実

施するために必要な経費に対する補助
（３）放課後児童支援員等資質向上研修事業

現任職員向けの研修を実施するために必要な経費に対する補助

４．その他（保育対策総合支援事業費補助金により実施）
こどもの居場所の確保
（１）放課後居場所緊急対策事業

待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、待機児童が10人以上
の市町村における放課後児童クラブを利用できない児童を対象に、児童
館や小学校等の既存の社会資源を活用し、放課後等に安全で安心なこど
もの居場所を提供する。

（２）小規模多機能・放課後児童支援事業
地域の実情に応じた放課後のこどもの居場所を提供するため、小規模

の放課後児童の預かり事業及び保育所などを組み合わせた小規模・多機
能の放課後児童支援を行う。

育成支援の内容の質の向上 ※両事業は、保育士関連の事業と連動して実施
（１）放課後児童クラブ巡回アドバイザーの配置

利用児童の安全確保や、こどもの自主性、社会性等のより一層の向上
が図られるよう、放課後児童クラブを巡回するアドバイザーを市町村等
に配置する。

（２）放課後児童クラブの人材確保支援
放課後児童支援員の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保するた

め、保育士・保育所支援センターにおいて、求人情報の提供や事業者と
のマッチングを行う。また、同センター等と連携し、市町村において就
職相談等の支援を行う。
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５．令和８年度予算案における拡充内容（子ども・子育て支援交付金により実施）

① 運営費における一時的な登録児童数区分の弾力化【拡充】
○放課後児童健全育成事業（運営費）

一定の要件を満たした上で45人を超えた児童を受け入れた場合にも、特例
的に登録児童数区分36～45人を維持できるようにする。

【要件（案）】
ア 市町村において待機児童が生じている
イ 適正規模（36～45人）に戻す計画（見込み）があり一時的な対応
ウ 場所や人材の確保が困難なことにより、支援の単位の分割が困難
エ 追加の児童１人当たりの専用区画面積に十分な余裕がある
オ 放課後児童支援員又は補助員を基準に加えて１名追加配置する

※追加の児童数には上限あり
※１事業所が１回に限り１支援単位のみ申請可能とする

② キャリアアップ処遇改善加算に新たな区分を設定【拡充】
○放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

放課後児童支援員について、勤続年数や研修実績等に応じた賃金改善
を実施しているところ、新たに３年目の区分を設ける。

③ 放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業【新規】
業務のICT化を推進するとともに、オンライン研修対応、翻訳機等に係

る必要な経費を補助する。

拡充
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